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ジカウイルス感染症を予防するための「夏の蚊対策」に関する標語の募集 

への協力依頼について 

 

 

 感染症対策の推進につきましては、平素から格別の御高配を賜り厚く御礼申

し上げます。 

 ブラジル等の中南米を中心に感染が拡大しているジカウイルス感染症は、蚊

が媒介して感染する感染症ですが、妊娠中のジカウイルス感染と胎児の小頭症

との関連性が示唆されており、世界保健機関（ＷＨＯ）においては、平成 28年

２月１日、中南米における小頭症等の多発について「国際的に懸念される公衆の

保健上の緊急事態」を宣言しています。 

政府においては、今後、国内において蚊の活動時期に入ることや、今夏にリオ

デジャネイロオリンピック・パラリンピックが開催され、多くの渡航者が見込ま

れることから、平成 28年３月 29日、「ジカウイルス感染症に関する追加的な対

応（第３弾）」を取りまとめ、各省庁、地方自治体、企業をはじめ国民全体で「夏

の蚊対策国民運動」を展開するとともに、特に６月を「夏の蚊対策広報強化月間」

として、政府広報や地方自治体等による広報・普及啓発を集中的に実施すること

としています。 

 今般、内閣官房及び厚生労働省においては、国民一人ひとりに蚊の対策に対す

る理解を深めていただき、必要な対応を促すため、「夏の蚊対策広報強化月間」

等で活用する標語を国民の皆様から広く募集することとしました。 

 つきましては、別添のチラシを御参照いただき、関係機関・団体等及び貴省庁

の職員に対する本標語募集の周知を図っていただくとともに、職員等の積極的

な標語の応募について、格別の御高配を賜りますようお願いいたします。 

な お 、 チ ラ シ ・ 応 募 用 紙 は 、 内 閣 官 房 の 標 語 募 集 ペ ー ジ

（http://www.cas.go.jp/jp/houdou/160425zikahyougo.html）からダウンロー

ドしていただけます。 

http://www.cas.go.jp/jp/houdou/160425zikahyougo.html


ジカウイルス感染症を予防するための
「夏の蚊対策」に関する標語を募集します

4月25日(月)～5月15日(日) ※はがき・封書の場合、当日消印有効です。

どなたでも応募できます。

中南米で感染が拡大している「ジカウイルス感染症」は、蚊が媒介する感染症です。感染を予防する
には、蚊の対策が重要です。
政府においては、蚊が多くなる前の６月を「夏の蚊対策広報強化月間」として、国民一人ひとりができ

る「夏の蚊対策」 の広報・普及啓発を集中的に実施することとしています。
今般、「夏の蚊対策広報強化月間」で活用する標語を国民の皆様から広く募集します。

※ 「夏の蚊対策」とは、例えば次のようなことをいいます。
・ 蚊が発生しないよう自宅周辺の水溜りを除去する
・ 蚊の多い場所に行くときは肌を露出しない
・ 流行地域への渡航者は帰国後も蚊に刺されないようにする など

募集期間

○ 作品内容
・ 「夏の蚊対策」について分かりやすく表現し、国民一人ひとりの対応を促す標語を募集します。

○ 留意点
・ ご自身で作られた未発表のものとします。

○ 宛先
別添の応募用紙（http://www.cas.go.jp/jp/houdou/160425zikahyougo.htmlからダウンロードできま

す）に（１）標語（２）作者氏名（ふりがな）（３）年齢（４）連絡先（住所・電話）（５）学校名・勤務先の名称
と所在地を明記し、以下の宛先へお送りください。
・ FAXの場合 ０３－３５０１－３９７３ 内閣官房国際感染症対策調整室 宛
・ はがき・封書の場合 〒１００－８９６８ 東京都千代田区永田町１－６－１中央合同庁舎８号館

内閣官房国際感染症対策調整室 宛
・ 電子メールの場合 zikahyougo@cas.go.jp ※メールの標題は、「標語の応募」としてください。

○ 採用者には、書面で通知します。また、採用作品は、ホームページ等で公表します。
○ 最優秀賞及び優秀賞の標語は、６月の「夏の蚊対策広報強化月間」において、ポスター・チラシ
に使用するなど、広報に幅広く活用します。

○ 受賞作品の著作権は、内閣官房・厚生労働省に帰属します。

発表

内閣官房国際感染症対策調整室 ０３－６２５７－１３０９（標語募集担当宛）

問い合わせ先

○ 「審査委員会」において、最優秀賞１作品、優秀賞２作品を決定します（５月下旬を予定）。

趣旨

応募資格

審査

応募方法

「夏の蚊対策」に関する標語の「審査委員会」委員は次のとおりです。
有森裕子 （マラソンランナー）
尾木直樹 （教育評論家・法政大学教授）
青木隆典 （一般社団法人日本民間放送連盟常務理事）
安齋尚志 （日本放送協会理事）
川嶋 明 （一般社団法人日本新聞協会専務理事）

倉根一郎 （国立感染症研究所所長）
和泉洋人 （内閣総理大臣補佐官）

審査委員会
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